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三友堂介護医療院 褥瘡発生予防に関する指針 

 
1.総則 

三友堂介護医療院（以下、「当施設」という。）は、入所者に対し良質なサービスを提供す

る取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切なケアに努めるとともに、その発

生を防止するための体制を整備することを目的に、褥瘡発生予防対策指針を定めるものと

する。 

 

2.職員の責務 

 当施設に勤務する介護等に従事する職員は、褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常的なケ

アにおいて褥瘡発生の予防について配慮しなければならない。 

 

3.体制 

（1）褥瘡対策委員会の設置 

  ア 目的 

     当施設内の褥瘡予防対策を効果的に推進するために、当施設に「褥瘡対策委員会」

を設置する。 

  イ 褥瘡対策委員会の構成 

     委員会の構成員は次のとおりとする。 

     ・施設長（医師） 

・看護師 

・介護員 

・リハビリ療法士 

・管理栄養士 

・介護支援専門員 

   

（2）褥瘡対策担当者 

  ア 褥瘡対策に資するために、褥瘡対策担当者（委員長）を置く。 

  イ 褥瘡対策担当者（委員長）は施設長が看護職員の中から指名し、看護業務との兼務

とする。 

  ウ 褥瘡対策担当者（委員長）には以下の権限を与える。 

    ・委員会の議事進行 

    ・褥瘡予防のためのマニュアル等に関する原案の作成 

    ・褥瘡発生ハイリスク者の管理及び収集した事例調査 

    ・褥瘡発生ハイリスク者以外を把握し委員会への報告 

    ・褥瘡予防対策に関する研修計画の立案 
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（3）褥瘡対策委員会の開催 

  褥瘡対策委員会は委員長の招集により毎月 1回及び必要時において開催し「褥瘡予防」

と「褥瘡発生時の対応」のほか、次に掲げる事項について審議する。 

  ア 施設内における褥瘡及び合併する感染症の予防体制の確立に関すること 

  イ 褥瘡予防に関する情報の収集に関すること 

  ウ 施設内で報告のあった褥瘡事例の対応策に関すること 

  エ 褥瘡予防のためのマニュアル等の整備に関すること 

  オ 職員を対象とした褥瘡予防に関する研修の企画及び実施に関すること 

  カ その他、当施設内の褥瘡の発生予防のために必要な事項に関すること 

 

4.褥瘡予防の手順 

（1）褥瘡予防のための計画作成 

  褥瘡対策担当者は、褥瘡のハイリスク者が発生した場合、介護支援専門員と協力して、

褥瘡予防のためのケアプランを再プランニングする。 

（2）褥瘡予防の実践 

  介護・看護職員等は、ケアプランに則り、別に定める計画書に基づき、日常的なケアに

おいて褥瘡予防の実践に努めなくてはならない。 

（3）褥瘡予防の評価 

  褥瘡対策担当者は、褥瘡予防計画に従って、介護支援専門員と協力して適切な褥瘡予防

の実践が行われているかを、定期的に評価しなければならない。 

 

5.褥瘡対策に関する研修 

 委員会は褥瘡予防に関する施設内研修を年 2回以上行う。又、必要に応じて外部研修へも

積極的に参加し向上に努める。 

 

6.その他 

（1）記録の保管 

  委員会の審議内容記録は 5年間保存とする。 

（2）委員は個人情報保護のため以下を遵守する。 

  ア 委員は委員会で知り得た事項に関して委員長の許可なく、他に漏らしてはならな

い。 

  イ 委員は委員長の許可なく、報告書、分析資料、議事録等の褥瘡に関する全ての資料

を複写してはならない。 

  ウ 委員は委員長の許可なく、個人に関する報告書、分析資料等を発表や研修で利用し

てはならない。 

（3）指針の見直し 

  本指針及び褥瘡予防に関するマニュアル等は褥瘡対策委員会に於いて定期的に見直し

し、必要に応じて改正するものとする。 
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7.褥瘡発生予防に関する指針の閲覧について 

 この指針は、施設内掲示板等に掲示する他、ホームページにも掲載する。 

 

（附則） 

この指針は、2024 年（令和 6年）2月 1日より施行する。 

  


